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小牧市ＤＶ対策基本計画 
 

 

 

令和 6 年度から令和１０年度まで（５年間） 

 

 

 

配偶者や交際相手からの暴力（以下「ＤＶ」という）は、犯罪となる行

為をも含む重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。 

ＤＶの多くが家庭内で起こるため、周囲も気付かないうちに暴力がエスカ

レートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。また、こどもが

ＤＶを目撃したことにより、心身にさまざまな影響を受けることもありま

す。 

 国においては、平成 13 年 4 月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」が制定され、平成 25 年 6 月には、生

活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその暴力を受けた被害者につ

いてもこの法律を準用することとなりました。 

愛知県においても平成 17 年 12 月に「配偶者からの暴力防止及び被害者

支援基本計画」を策定して以来、平成 30 年年 3 月には 4 次計画を策定し

てＤＶ防止とその被害者の支援に向けた取組を推進しております。 

本市では「小牧市まちづくり推進計画 第 1 次基本計画」の取組内容を

踏まえ、ＤＶのない社会の実現のため、関係機関等との連携をより強化し

ていくため令和 3 年 3 月に「小牧市ＤＶ対策基本計画」を策定したものを

改定します。 

 

 

 

「小牧市ＤＶ対策基本計画」は、上位計画である「小牧市まちづくり推進

計画」、「小牧市子ども・子育て支援事業計画」のほか「小牧市男女共同参

画基本計画」「小牧市地域包括ケア推進計画」「小牧市障がい者計画」との

整合性を図りながら、ＤＶ対策において具体的に施策を推進するために策

定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間 

計画策定の背景と趣旨 

計画の位置づけ 

小 牧 市 まちづくり推 進 計 画  

小 牧 市 地 域 包 括 ケア推 進 計 画  

小 牧 市 子 ども・子 育 て支 援 事 業 計 画  

小 牧 市 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画  
小 牧 市 ＤＶ対 策 基 本 計 画  

小 牧 市 障 がい者 計 画  

各 計 画 のＤＶに係 る 

通 報 ・相 談 ・保 護 ・自 立 支 援  

などの連 携  
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本計画においては、ＤＶ対策施策を推進するにあたり、次のとおり基本

理念を掲げます。 

 

 

 

安心して暮らせる社会の実現に向けて、市民一人ひとりがＤＶについて

身近な問題として正しく理解することが必要です。ＤＶを根絶し、誰もが

安心して暮らせる社会の実現を目指します。 

 

 

 

本計画では、ＤＶの防止から被害者一人ひとりの状況に応じた相談・保

護、被害者の自立支援まで切れ目ない支援を推進するため、５つの基本目

標を定めます。 

 

 

基本目標１ ＤＶを許さない市民意識の啓発 
市民一人ひとりがＤＶに関する正しい理解を深め、若年層に向けた教育・

啓発の充実を図り、市民意識の啓発に努めます。 

 

 

基本目標２ 安心して相談できる体制の整備 
被害者が安心して相談できるよう、相談体制の整備を図ります。 

 

 

基本目標３ 被害者の安全な保護体制の整備 
被害者の情報管理を徹底するとともに、県や警察などの関係行政機関や

民間支援団体等とも連携して、被害者の安全を確保できる体制を強化し

ます。 

 

 

基本目標４ 被害者の自立に向けた支援の促進 
被害者が自立した生活を送ることができるよう、こどもを含めた総合的

な支援に努めます。 

 

 

基本目標５ 推進体制の強化 
被害者支援を総合的に推進するため、職員研修の実施や関係機関との連

携促進、計画の進捗管理を行うなど、推進体制の強化に努めます。 

 

 

 

 

基本理念 

安心して暮らせるＤＶのない社会の実現に向けて 

基本目標 
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施策の体系 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
Ｄ
Ｖ
の
な
い
社
会
の
実
現
に
向
け
て 

１  DV を許さない  

市民意識の  

啓発  

２  安心して相談  

できる体制の  

整備  

３  被害者の安全  

な保護体制の  

整備  

４  被害者の自立  

に向けた支援  

の促進  

１  DV に関する広  

報 ･啓発の充実  

２  若年層への啓発  

１  相談窓口の認知  

度向上  

２  安心して相談で  

  きる体制づくり  

３  相談担当者の  

育成  

１  被害者の早期  

発見  

２  被害者情報の  

保護  

３  被害者の保護  

体制  

１  生活再建への  

支援  

３  こどもへの支援  

４  高齢者 ･障がい  

者 ･外国人への  

支援  

１  広報、ホームページ等を活用し  

た意識啓発  

２  DV に関する理解度の向上  

３  児童生徒への人権や男女平等に  

関する学習機会の提供  

４  若年層向けの啓発事業の実施  

５  相談窓口の案内周知  

６  安心して電話、面接相談ができ  

る体制の検討  

７  相談記録の適切な管理  

８  相談担当者への教育実施  

９  相談窓口、小中学校、病院等か  

らの情報提供による早期発見  

10 住民基本台帳事務に係る支援措  

置の実施  

11 被害者情報の管理徹底  

12 県女性相談所 ､県児童相談所 ､ 

警察等の県行政機関との連携  

13 一時保護施設との連携  

14 生活に必要な支援  

15 就労に向けた支援  

16 医療機関等の情報提供  

17 民間支援団体等の情報提供  

18 就園・就学への支援  

19 こどもの保護や心理的ケアなど  

20 高齢者、障がい者への支援  

21 外国人への支援  

施 策  具体的な事業 基本目標 
基 本  

理 念  

２  心身回復への支  

援及び継続支援  

５  推進体制の  

強化  

１  職員等への研修  

  実施  
22 DV に係る職員への研修実施  

２  計画の進捗管理  23 計画の点検・評価の実施  
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市町村の関係機関 

（小牧市役所の支援担当課） 

被害者 

都道府県警察 

（愛知県小牧警察署） 

児童相談所 

（春日井児童相談センター） 

配偶者暴力相談支援センター 

（愛知県女性相談センター） 

福祉事務所 

（小牧市福祉事務所） 

民間支援団体等 

 

 

市役所の支援担当課、福祉事務所、警察署、児童相談所、配偶者暴力相

談支援センターのほか、民間支援団体などの協力、連携が不可欠です。各

機関、団体等の役割を互いに理解し合い、強固に連携して支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画では、関係各課等が協力して施策・事業に関する計画の実施状況

の評価を行うとともに、ＰＤＣＡサイクル（計画‐実施‐評価‐改善検討）

の実践による効果的な行政運営を目指します。 

また、計画の推進には関係機関との連携が不可欠であり、「小牧市ＤＶ対

策連絡会議」において計画の進捗状況について点検・評価を行い、関係機

関との連携のもと計画を推進します。 

 

 

 

 

計画の推進体制 

計画の点検・評価 

こども未 来 部  

 子 育 て世 代 包 括 支 援 センター 

℡（0568）71－8613 


